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茅ヶ崎市議会の主な取組 

                                                              

１ 会議録検索システムの導入と会議録のインターネット公開 

平成１３年度から会議録検索システムを導入し、本会議・委員会等の会議録をインターネッ

ト上で閲覧及び検索することが可能となりました。 

 

２ 本会議・委員会のインターネット中継 

平成１７年９月から、より開かれた議会を目指すという観点より、本会議のインターネット

中継を開始しました。 

さらに、平成２８年から、委員会（常任委員会及び特別委員会）のインターネット中継も開

始しました。なお、生中継のほか、会議当日のうちに速報版の録画中継も視聴することができ

るようにしています。 

  

３ 委員会の会議の原則公開 

平成１８年１月から、茅ヶ崎市議会委員会条例を改正して、委員会（議会運営委員会、常任

委員会及び特別委員会）の会議を原則公開としました（それまでは、全国的に多くの議会で採

用されていた委員長の許可制でした。）。 

 

４ 傍聴規則・委員会傍聴規程の改正 

平成１９年から、茅ヶ崎市議会傍聴規則及び茅ヶ崎市議会委員会傍聴規程を改正して、傍聴

受付票を廃止し、傍聴者の氏名・住所の記載を不要としました。 

  

５ 政務活動費の収支報告書等の自由閲覧・ホームページでの公表 

平成２０年度分から、政務活動費の使途の透明性をより高めるため、政務調査費交付条例（

当時の名称）を改正し、情報公開条例に基づく公開請求によらなくとも、各年度終了後、政務

活動費の収支報告書、証拠書類等の写しを自由に閲覧できるようにしました。 

さらに、平成２８年１２月から、より透明性を高めるため、平成２７年度分の収支報告書、

領収書等の証拠書類一式についてホームページでの公表を開始しました。 

  

６ 決算審査での事業評価の導入 

平成２１年度（平成２０年度決算）に、議会での決算審査をより充実したものにするため、

及び決算審査の結果を翌年度の予算にも反映していくため、試行として開始し、令和元年度（

平成３０年度決算）まで合計１１回実施しています。 

その概要は、全議員（議長及び議会選出監査委員を除く）を構成員とする決算特別委員会を

設置し、その中に設けた４つの分科会（常任委員会を活用）で、評価対象事業（市総合計画の

実施計画事業の中から、各分科会ごとに３事業程度、全体でおおむね１２事業程度を６月定例

会で選定します。）の評価を行うものです。 

９月定例会の決算審査の中で、担当課が作成した評価シートによる行政側の自己評価を踏ま

え、その事業の方向性について、各分科会の委員同士で議論し、各分科会としての評価（「拡

充」、「現状のまま継続」など４段階の評価）を決定します。その後、各分科会での評価を決
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算特別委員会（全体）として決定し、最終的に、決算特別委員会委員長が、本会議での委員長

報告の中で報告をしています。 

平成２２年度以降は、評価結果を市長に通知し、翌年度予算編成等へ反映するよう要望し、

その結果についての報告を求めています。 

 

７ 茅ヶ崎市議会基本条例制定 

平成２０年５月頃から、議会制度検討会（現在の議会改革検討会）において条例制定に向け

た検討を始め、平成２２年１１月に素案を作成し、パブリックコメントと市民説明会（３回開

催）を経て、平成２３年第１回定例会で可決・制定されました。 

現在、条例の各条項の運用に取り組んでいるほか、平成２６年度、平成３０年度、令和４年

度には、条例の検証及びそれに基づく条例改正を行いました（１８参照）。 

 

８ 議案等に対する個々の議員の賛否の公表 

平成２３年第３回定例会から、個々の議員の賛否を茅ヶ崎市議会だより（議会広報紙）及び

ホームページで公表しています（それまでは、議案等に対する議員の賛否は、会派単位での賛

否のみしか公表していませんでした。）。 

 

９ 全員協議会の公式会議化 

平成２３年第３回定例会において、茅ヶ崎市議会会議規則を改正し、全員協議会を公式の会

議として位置付けました。 

また、全員協議会の運営については、茅ヶ崎市議会全員協議会規程（議会告示）を新たに制

定し、原則公開としました。 

 ※ 平成２０年の地方自治法改正により、「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を

行うための場」（第１００条第１２項）として会議規則に規定することにより、全員協議会

等の非公式の会議を公式の会議とすることができるようになりました。 

 

１０ 議会報告会 

平成２３年から令和元年まで、茅ヶ崎市議会基本条例に基づき、議会活動について市民に説

明等を行うための議会報告会を開催しました。（５月と１１月に開催。）。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年以降は対面による議会報告会の開催を休

止しており、令和３年からＷＥＢ配信による報告に変更しています。（３５参照） 

 

１１ 意見交換会 

平成２５年から、茅ヶ崎市議会基本条例に基づき、市民の意見を議会活動に反映するため、

意見交換会を開催しています（例年５月と１１月に開催）。 

令和３年１１月に、それまで議員側と参加者側が２分して向かい合う形で実施していた対決

型の実施スタイルを改め、初めてグループワーク形式により実施ししました。その後、令和４

年以降はワールドカフェ方式を取り入れたグループワーク形式により行っています。 

 

１２ 広報広聴委員会の設置（公式会議） 

平成２６年６月に、広報活動だけでなく、市民からの意見を聴く広聴活動も求められてきて
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いることから、議会の広報・広聴を所管する組織として、広報広聴委員会を設置しました（全

員協議会と同様の位置付けの公式会議）。 

 

１３ 議決事件の追加 

平成２５年に、地方自治法第９６条第２項の規定に基づき、「茅ヶ崎市議会の議決すべき事

件を定める条例」を制定し、「総合計画の策定・改定」と「姉妹都市の提携」を議会の議決事

件として追加しました。 

 

１４ 傍聴者用資料の（貸出しでなく）提供 

平成２６年から、傍聴者用資料については、ほしい旨の申出があった場合は提供することと

しました（それまでは、「貸出し」としていました。）。 

 

１５ 請願者・陳情者の趣旨説明の機会の新設 

平成２６年から、請願者・陳情者から趣旨説明を行いたい旨の申出があった場合は、その審

査をする常任委員会又は議会運営委員会において、趣旨説明の機会を会議中に設けることとし

ました。 

なお、議会運営委員会の申し合わせとして開始しましたが、平成２６年度の議会基本条例の

検証及びそれに基づく条例改正において、条例に規定することとしました（１８参照）。 

 

１６ 委員会での自由討議 

平成２６年から、委員会で自由討議を行う場合の運用ルールを定めました。「質疑」、「討

論」、「採決」という審査の流れの中で、委員からの申出又は委員長の采配により、「質疑」

中に行うこととしました。 

さらに、平成３０年から、自由討議をより推進するために、常任委員会の委員席のレイアウ

ト等も変更しました。 

 

１７ 一問一答方式の導入 

平成２６年第２回定例会から、茅ヶ崎市議会基本条例に基づき、一般質問に一問一答方式を

導入し、現行の一括方式との選択制としました。 

 

１８ 政策討議 

平成２６年から、茅ヶ崎市議会基本条例に基づき、常任委員会ごとにテーマを設定し、調査

研究、委員間討議等を経て、最終的に市議会として政策提言等を行っていく取組を開始しまし

た。 

 

１９ 茅ヶ崎市議会基本条例の検証・改正 

平成２６年度に、議会制度検討会（現在の議会改革検討会）において茅ヶ崎市議会基本条例

の検証を実施し、その結果を踏まえ、条例改正の素案をまとめ、パブリックコメントを経て、

条例改正案を策定し、平成２７年第１回定例会で可決しました。 

主な改正内容は次のとおりです。 

(1) 請願者・陳情者の趣旨説明の機会の新設（第７条） 
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(2) 会議の公開の規定の改正（第８条） 

(3) 広聴の充実の規定の新設（第２１条） 

(4) 議会の義務等に関する規定の改正（第４条、第１３条） 

平成３０年度にも、議会改革検討会において茅ヶ崎市議会基本条例の検証を実施し、その結

果を踏まえ、条例改正の素案をまとめ、パブリックコメントを経て、条例改正案を策定し、平

成３１年第１回定例会で可決しました。 

主な改正内容は次のとおりです。 

(1) 災害時の対応に関する規定の新設（新第５条） 

(2) 議会図書室に関する規定の改正（新第２０条） 

 

２０ ホノルル市議会との友好議会協定 

平成２８年４月に、ハワイ州ホノルル市議会と友好議会協定を締結しました。これまでに現

地訪問や文書による交流の他、それぞれの地方自治制度の違いを踏まえつつも、両市に共通す

る課題解決に向けた意見交換会を実施しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により対面による交流が実施できなくなったことから、令

和２年以降はＷＥＢ会議サービス（ＺＯＯＭ）を用いたオンラインミーティングに切り替えて

交流を行っています。（令和２年１２月にと令和３年５月に実施） 

 ※ 平成２６年１０月に本市とホノルル市は姉妹都市協定を締結しましたが、それに先立ち、

平成２６年２月及び３月に、ホノルル市議会と本市議会が、それぞれ両市議会の友好関係創

設に関する決議を行っていた経緯があります。 

 

２１ 文教大学経営学部との連携協力 

平成２８年４月に、本市議会の議員の政策立案能力の向上と文教大学経営学部の実践的な教

育研究活動の充実等を目的として、文教大学経営学部との連携協力に関する覚書を締結し、同

学部が新たに開講した「公共経営実地演習」において、議長による講義や各会派と学生との意

見交換などを実施しました。令和３年度以降は、文教大学経営学部のキャンパスの移転に伴い

、連携事業は行っていません。 

 

２２ 本会議での採決に押しボタン式投票を導入 

平成２８年第４回定例会から、傍聴者や視聴者の利便性の向上などを図るため、本会議にお

ける採決に押しボタン式投票を導入しました。 

 

２３ 市議会災害対応指針を策定 

平成２９年に、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに議会がとるべき対応の指針

として、茅ヶ崎市議会災害対応指針を策定しました。 

※ 平成２５年に、茅ヶ崎市議会地震等災害対策本部要領及び茅ヶ崎市議会地震等災害対応マ

ニュアルを定めており、これらの運用上の課題を踏まえ、見直しを行ったものです。 

 

２４ 茅ヶ崎市議会Ｆａｃｅｂｏｏｋページの開設 

平成２９年５月に、議会に関する情報を積極的に発信するため、茅ヶ崎市議会公式

Facebook ページを開設しました。定例会、臨時会、委員会等などの各種会議の開催情報や各
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自治体からの視察の受入れ、委員会の活動報告、議長の動向などを発信しています。  

 

２５ 正副議長選挙における所信表明会の実施 

平成２９年５月の議長及び副議長の選挙から、議長及び副議長の職に就こうとする者が所信

を表明する機会を設けることにより議長及び副議長の選出過程の透明化を図るため、所信表明

会を実施しています。 

 

２６ 先議案件・追加議案の委員会付託 

従前は、先議案件及び追加議案については、委員会付託を省略し、本会議のみで審議を行っ

ていましたが、平成３０年第１回定例会から、先議案件及び追加議案についても、委員会付託

をし、委員会で審査を行うこととしました。 

 

２７ 傍聴者の水分補給を可能に 

平成３０年第３回定例会から、水分補給が奨励されている社会状況等に鑑み、水分補給は傍

聴規則で禁止している飲食には当たらないと解釈し、傍聴者が水分補給をすることができるよ

うにしました（それまでは、傍聴規則に飲食禁止の規定があることから、傍聴者が飲み物を飲

むことは禁止としてきました。）。 

 

２８ 議案書・議案資料のホームページ掲載 

平成３０年第３回定例会から議案書・議案資料をホームページに掲載することとしました。 

 

２９ 一般質問と議案審査の順序の入替え 

平成３０年第４回定例会から、議案の迅速かつ充実した審査を図ることを目的として、一般

質問と議案審査の順序を入れ替え、議案審査を行った後、一般質問を行うこととしました。 

 

３０ 本会議における発言の通告制 

従来は、本会議における発言について、一般質問と討論のみ通告を必要とする運用がとられ

てきましたが、議長の議事整理権の適切な行使及び市民のための充実した答弁を可能とするた

め、平成３０年第４回定例会から、会議規則の規定にのっとり、原則として、本会議における

発言は全て通告制を採用することとしました。 

なお、一般質問についても、従来はほとんどが項目のみの通告となっていましたが、会議規

則の規定にのっとり、要旨を通告することとしました。 

 

３１ 総括質疑の代表質疑制における運用の変更 

平成３１年第１回定例会から、総括質疑のうち代表質疑による質疑については、複数人が行

うこともできることとしました。 

※ 本市議会では、例年、第１回定例会において、施政方針演説及び各提出議案に対して、各

会派による代表質疑（会派に属さない議員については個人質疑）を行っており、それを「総

括質疑」と称しています。 
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３２ 陳情の取扱い基準の制定 

陳情の取扱いの透明性を高めること等を目的として、委員会に付託して審査を行うか、全議

員への参考配付とするかの基準を定め、平成３１年第１回定例会から運用を開始しました。 

 

３３ 常任委員会の所管事項の変更 

令和元年５月１日から、議案審査等の更なる充実を図るため、常任委員会の所管事項を変更

するとともに一部の常任委員会の名称を変更しました。 

 

３４ 一般質問における重複の調整と仮通告制の導入 

令和元年第４回定例会から、一般質問における質問内容（通告）が重複した場合は、議員間

で調整を行い、重複を避けるよう努めることとしました。また、議員間における質問内容の調

整を効率的に実施するために、令和２年第３回定例会から、一般質問の通告の際に事前に質問

の項目のみを記載した「仮通告」を提出し、議員間で重複事項の調整を行ったうえで「本通告

書」を提出することとしました。 

 

３５ 茅ヶ崎市議会新型コロナウイルス対策会議の設置 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、議会としての取り組みや議会の会議の開催方

針等について協議・確認を行うため、令和 2 年 4 月 24 日に「茅ヶ崎市議会新型コロナウイル

ス対策会議」を設置しました。なお、茅ヶ崎市議会新型コロナウイルス対策会議の開催方法等

については「茅ヶ崎市議会新型コロナウイルス対策会議要綱」に規定しています。 

 

３６ 茅ヶ崎市議会新型コロナウイルス感染症等に係る対応方針の策定 

令和 2 年 4 月 28 日に開催した茅ヶ崎市議会新型コロナウイルス対策会議において、 市議会

における感染防止のための対策及び感染者発生時の対応などについて対応方針を定めました。

その後、感染状況の変化に伴い本対応方針は適宜変更しております。 

 

３７ 茅ヶ崎市議会公式 YouTubeチャンネルの開設 

新型コロナウイルス感染症の影響により、対面による議会報告会の実施が困難となったこと

から、令和３年４月に茅ヶ崎市議会公式 YouTube チャンネルを開設し、動画による議会報告を

行うとともに、その他議会に関する動画を作成し配信しています。 

 

３８ ＩＣＴ活用推進協議会の設置 

議会におけるタブレット端末の導入と、議会におけるＩＣＴの活用及び推進のために、令和

３年７月に茅ヶ崎市議会ＩＣＴ活用推進協議会を設置しました。地方自治法第１００条第１２

項に基づく「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場」として会議規則

に規定した公式会議として位置付けています。 

 


